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2015年度活動報告

研究代表者　蛯　原　健　介

１　活動概要

　本共同研究は、ワインに関する法や政策について、さまざまな角度から学際的な研究を行うこ
とを目的として2015年４月にスタートした。2015年度のメンバーは、渡辺充法学部長、蛯原健介
法律学科主任教授（研究代表者）、毛桂栄政治学科主任教授、渡部純法学部教授、鍛冶智也法学
部教授、西村万里子法学部教授、阿部満法学部教授、川上和久法学部教授（肩書きは当時）であ
る。このほか、学外のワイン業界関係者が本研究会で研究報告を行っている。

２　明治学院大学法学部・長野県小諸市公開シンポジウム

　2015年６月13日（土）、長野県小諸市のマンズワイン小諸ワイナリーで、明治学院大学法学部・
小諸市による公開シンポジウム「ワイン産地形成のための法と政策」を開催した。このシンポジ
ウムは、本学と連携協定を結んでいる小諸市が、周辺自治体とともにワイン特区に申請したこと、
また、本共同研究プロジェクトが発足したことを契機に企画されたものである。
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　シンポジウム第１部では、渡辺充法学部長による企画趣旨説明につづいて、ヴィラデスト・ワ
イナリー（東御市）のオーナーである玉村豊男氏、および蛯原健介法律学科主任が基調講演を行っ
た。第２部のパネルディスカッションでは、玉村氏のほか、マンズワイン常任顧問の松本信彦氏、
中棚荘荘主の富岡正樹氏、鍛冶智也法学部教授、日本ワイン応援団女子部部長の藤川百々英氏、
小諸市経済部長の清水哲也氏が登壇し、活発な討論が行われた。日本ワインを愛する会会長の山
本博弁護士からもコメントがあった。

　さらに第３部は、ワイナリー内のレストランにて試飲会・懇親会となり、小諸市や千曲川流域
のワインを飲みながら参加者同士の意見交換が行われた。本学教職員、学生、卒業生をはじめ、
地元長野県や首都圏などから100名を超える参加者があり、信濃毎日新聞でもシンポジウムの記
事が掲載された。

３　北海道余市町ワイン法シンポジウム

　2015年11月30日（月）、北海道余市町主催の「余市から『日本ワ
イン』の未来を考えるシンポジウム」が開催され、本研究会メン
バーが基調講演（蛯原健介教授）およびコメンテーター（渡部純
教授）を担当した。なお、このシンポジウムに合わせ、研究会メ
ンバー４名で、三笠町、岩見沢市および余市町のワイナリーやブ
ドウ畑の視察および調査を実施した。

【写真２】�シンポジウム第２部のパネルディ
スカッション

【写真１】�シンポジウム第１部で企画趣旨を
説明する渡辺充法学部長
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４　研究会の発表内容

　2015年度の本共同研究における研究会の発表者およびテーマは以下のとおりである。

【第１回】2015年６月３日（水）
《第１報告》
報告者：蛯原健介（明治学院大学法学部教授）
報告テーマ：�①「学術研究振興資金への応募について」、②「法学部・小諸市公開シンポジウム

について」
《第２報告》
報告者：渡辺充（明治学院大学法学部長）
報告テーマ：「ワインと税制」
《第３報告》
報告者：鍛治智也（明治学院大学法学部教授）
報告テーマ：「長野県におけるワイナリーの動向」

【第２回】2015年６月４日（木）
　※「ワイン法ゼミ」の公開講義として開催
報告者：寺坂史明（サッポロビール株式会社・前社長）
報告テーマ：「お客様を感動させる酒づくりと人づくり　〜サッポロビールとともに41年〜」

【第３回】2015年７月29日（水）
《第１報告》

【写真３】�余市町シンポジウムでコメントを述べる渡部
純教授
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報告者：蛯原健介（明治学院大学法学部教授）
報告テーマ：�①「OIV（国際ブドウ・ワイン機構）世界大会に参加して」、②「『果実酒等の製法

品質表示基準』および『地理的表示に関する表示基準』の改正について」
《第２報告》
報告者：高柳昌之（三国ワイン株式会社顧問・前社長）
報告テーマ：「日本における輸入ワイン市場の現状」

【第４回】2015年10月７日（水）
《第１報告》
報告者：渡部純（明治学院大学法学部教授）
報告テーマ：「仙台市秋保ワイナリー視察報告」
《第２報告》
報告者：毛桂榮（明治学院大学法学部教授）
報告テーマ：「中国ワイン　〜その歴史と現状〜」

【第５回】2015年11月13日（金）
　※「法律学特講・ワイン法」の公開講義として開催
報告者：棚橋博史（株式会社岩の原葡萄園社長）
報告テーマ：「日本のワイン葡萄の父・川上善兵衛とマスカット・ベーリーＡ」

【第６回】2015年11月27日（金）
　※「法律学特講・ワイン法」の公開講義として開催
報告者：安田まり（ワインジャーナリスト・ワインエデュケーター）
報告テーマ：「フランス・ラングドック地方におけるワイン産地の形成」

【第７回】2016年２月２日（火）
報告者：蛯原健介（明治学院大学法学部教授）
報告テーマ：「ワイン法教育におけるFD」

　なお、第６回の安田まり氏の報告「フランス・ラングドック地方におけるワイン産地の形成」
については、本年報に報告原稿を寄稿していただいた。あわせてご覧いただければ幸いである。
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